
学連総発 2第 27号 

令和 2年 4月 28日 

加盟大学スキー部 部長・顧問 殿 

 

公益社団法人全日本学生スキー連盟 

会  長  若 月  等 

【印章省略】 

  

SAJ会員登録料の改定について(通知) 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、公益社団法人 全日本学生スキー連盟の事業にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

貴校におかれましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、学生選手への指導管理等、厳

しい状況が続いている事とお察し申し上げます。 

さて、このような厳しい状況下ではございますが、標記の「ＳＡＪ会員登録料改定」につきま

して以下の理由により改定を実施することとなりましたのでご報告いたします。 

① 近年、学連登録者数やインカレなど競技大会への参加者数が減少している。 

② 学連選手強化費、学連運営費、新規事業対策費の確保が急務である。 

当連盟といたしましては、経費削減に取り組む中で、各種議論を取り交わしてまいりましたが、

令和１年度第 6回理事会（理事会承認日 令和１年 7月 21日）において、令和 3年度（令和 2年

8月から）より SAJ会員登録料を改定することといたしました。 

改定の内容につきましては、下記のとおりとなっております。競技者登録料につきましては従

来通り変更はございません。 

6月に行われます SAJ競技者事前登録より、新料金適用とさせて頂きたく存じます。 

皆様におかれましては何卒、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

 

記 

 

 

１．SAJ会員登録料 

改定前  → 改定後 

大 学 生    3,000円 → 5,000円 

OB/OG会（役員・専門委員） 3,000円 → 5,000円 

OB/OG会（一般）    4,000円 → 5,000円 

 

以上 


